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藤沢市規則第６０号 

   藤沢市助産施設入所に関する規則等の一部を改正する規則 

 （藤沢市助産施設入所に関する規則の一部改正） 

第１条 藤沢市助産施設入所に関する規則（平成７年藤沢市規則第５５号）の一部

を次のように改正する。 

  別表備考第１項中「、第５条の４第６項及び第５条の４の２第５項」を「及び

第５条の４第５項」に改める。 

 （藤沢市母子生活支援施設の入所に関する規則の一部改正） 

第２条 藤沢市母子生活支援施設の入所に関する規則（平成２７年藤沢市規則第 

１３号）の一部を次のように改正する。 

別表備考第１項中「、第３１４条の８並びに同法附則第５条第３項、第５条の

４第６項及び第５条の４の２第５項」を「及び第３１４条の８並びに同法附則第

５条第３項及び第５条の４第５項」に改める。 

 （藤沢市養育医療に関する規則の一部改正） 

第３条 藤沢市養育医療に関する規則（平成１８年藤沢市規則第９１号）の一部を

次のように改正する。 

別表備考第１項中「、第３１４条の８、附則第５条第３項、附則第５条の４第

６項及び附則第５条の４の２第５項」を「及び第３１４条の８並びに同法附則第

５条第３項及び第５条の４第５項」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


